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三原市道路等包括管理業務委託

公募型プロポーザルの概要説明

インフラ維持管理の効率化を図る
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01 三原市道路等包括管理業務について

3
インフラ、業務を束ね、一括して発注することで効率化を図る

出展：「群マネの手引きVer.1」国土交通省2025年10月

「群マネ」束ねて発注による効率化



レビューと評価

効果の検証

地域と共に安全なインフラを提供し続ける

市民満足度アンケート調査

業務のモニタリング

・安全なインフラ
・市民サービスの向上
・建設業の活性化

要望・信頼

4
業務の複数年委託
更なる工事発注

提案・新たな取組

01 三原市道路等包括管理業務について 目指す姿
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項　目 内　容

業務区域 三原地域（本郷、久井、大和を除く）

業務の範囲

総価契約
（業務A）

　　　　　　①計画準備業務　②マネジメント業務
　　　　　　③引継業務　　　④窓口業務
　　　　　　⑤巡回業務
　　　　　　⑥点検業務（街路樹、公園樹木、公園遊具）
　　　　　　⑦維持補修業務（道路、河川、公園、広場）

単価契約
（業務B）

　　　　　　①交通安全施設維持補修業務
　　　　　　②県施設維持補修業務
　　　　　　③道路附属物維持補修業務
　　　　　　④舗装維持補修業務
　　　　　　⑤道路関係設備管理業務
　　　　　　⑥橋梁点検業務　

業務の期間 令和８年10月１日～令和11年3月31日

事業規模 約824百万円
6

02 業務概要



02 業務概要

今までと同様の

委託業務

道路維持補修

河川維持補修

公園、広場維持補修

県施設維持補修

入札分の一部（舗装、橋梁点検）

市職員が行っていた

直営業務

住民要望対応

巡回業務

施設点検業務

舗装穴埋め、伐採等の作業

落下物処理

マネジメント業務

業務計画立案

業務全体のマネジメント

定例会議の開催

モニタリングの実施

引継ぎ
7

業務を束ねる



三原北部+南部
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02 業務概要 地区を束ねる

三原地域本郷地域

久井地域
大和地域
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02 業務概要 技術者を束ねる

・道路　・街路樹　・橋梁点検
・河川　・県施設　・舗装工事
・急傾斜・排水樋門

土木管理課

建設事業者（事務局） 建設コンサル 支援事業者

・公園
・広場（駅前）

都市開発課

・統括マネジメント
・住民要望受付、対応

・各種点検
・書類作成

三　原　市

・マネジメント支援
・業務効率化

J　V
事業協同組合

等

道路維持管理
システム

DX

地区１
旭町、本町、城町～
 糸崎、中之町、八幡

地区２
宮浦、皆実、宮沖～
　円一、西野、新倉

地区３
明神、宗郷、和田～
　須波、幸崎、鷺

地区４
小坂、高坂、長谷～
　沼田西、東、小泉

委託

再委託

市内
事業者

システム連携

継続もしくは改善
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１　公告文

２　企画提案依頼説明書

３　業務説明資料（総価契約/単価契約）

４　業務積算参考資料

５　様式集

６　契約書（案）

　　　【別紙】各業務要求水準書

　　　【別紙】モニタリング実施要領

資料の構成

　　　【別紙】施設位置図

設計図書

設計図書

設計図書

03 公募型プロポーザル資料（案）
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⇒提案上限額

⇒HP公表資料

1 公告文03 公募型プロポーザル資料（案）
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１　公告文

２　企画提案依頼説明書

３　業務説明資料（総価契約/単価契約）

４　業務積算参考資料

５　様式集

６　契約書（案）

　　　【別紙】各業務要求水準書

　　　【別紙】モニタリング実施要領

資料の構成

　　　【別紙】施設位置図

設計図書

設計図書

設計図書

03 公募型プロポーザル資料（案）



要　件 内　容

構成員の
所在地

構成員（又は組合員）は、三原市内に本社、本店又は営業所を有する者であること。ただし、効率的な維持管理及び維持管理に関する技術
力の向上を目的とした参画であれば、広島県内に本社、本店、支店又は営業所を有する者を構成員（又は組合員）に含むことができる。

格付等級
三原市の令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者名簿において、土木一式工事で格付等級がA以上で登録されている構成員（又は組合員）
を１者以上含むこと。

受注実績
過去５年間（令和３年度以降）に、三原市から次に示す各業務を元請として受注した実績がある構成員（又は組合員）を含むこと。
市道等維持補修業務、市道舗装補修業務、街路樹木管理業務

構成員数
共同企業体：２者から10者程度
事業協同組合：任意（定款でインフラ維持管理の共同受注を目的としていること）

建設業法の許可
共同企業体：建設業法の許可業種である土木工事業、舗装工事業、造園工事業の許可を得ている構成員を各１者以上含むこと。
事業協同組合：事業協同組合として土木工事業、舗装工事業及び造園工事業の許可を得ているか、又は同要件を満たしている各１者以上の
　　　　　　　組合員を含むこと。 14

2 企画提案依頼説明書－参加資格要件 

・本業務への参加は、共同企業体又は事業協同組合とする（単独企業での参加は認めない）。
・事業協同組合が構成員として参加することは認める。
・応募者に求められる要件については次のとおり。

03 公募型プロポーザル資料（案）



業務実施責任者 所管業務 必要な資格（いずれか１つ）

統括業務 計画準備業務、全体マネジメント業務、引継業務、窓口業務
・技術士（総合技術監理部門 「建設」又は建設部門）
・１級又は２級土木施工管理技士

巡回業務 巡回業務（市道、公園）
・技術士（総合技術監理部門 「建設」又は建設部門）
・１級又は２級土木施工管理技士

維持管理業務
道路維持補修業務、河川維持補修業務、公園・広場維持管理業務、県施設維持補修業
務、交通安全施設維持補修業務、道路附属物維持補修業務、舗装維持補修業務
※樹木に係る業務は除く

・技術士（総合技術監理部門 「建設」又は建設部門）
・１級又は２級土木施工管理技士

樹木管理業務
点検業務、道路維持補修業務、公園・広場維持管理業務、県施設維持補修業務の内、
樹木に係る業務

・技術士（総合技術監理部門 「農業」又は農業部門）
・１級又は２級造園施工管理技士

施設点検業務 点検業務（遊具）、道路関係設備管理業務、橋梁点検業務
・技術士（総合技術監理部門 「建設」又は建設部門）
・ＲＣＣＭ（道路又は鋼構造及びコンクリート）
・１級又は２級土木施工管理技士

15

2 企画提案依頼説明書－技術者要件 

・本事業の実施にあたり、統括業務責任者、各業務実施責任者（巡回業務、維持管理業務、樹木管理業務、施設点検業務）を配置すること。
・統括業務責任者と各業務実施責任者は兼任することができるが、各業務責任者の兼任は認めない（最低４名の配置）。
・各責任者の資格要件は次のとおりとする。

03 公募型プロポーザル資料（案）
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03 公募型プロポーザル資料（案） 2 企画提案依頼説明書－参加資格・技術者要件を満たす例 

A建設会社

所在地：市内
格付け：A
実　績：なし
許可証：土木工事業
責任者：統括業務(1級土木)

三　原　市

J　V
事業協同組合

等

地区１

再委託

市内事業者

B建設会社

所在地：市内
格付け：C
実　績：市道舗装補修業務
許可証：舗装工事業
責任者：巡回業務(2級土木)

C造園会社

所在地：市内
格付け：C
実　績：街路樹木管理業務
許可証：造園工事業
責任者：樹木管理業務
                  (2級造園)

地区２ 地区３ 地区４

D組

所在地：市内
格付け：B
実　績：市道等維持補修業務
許可証：土木工事業
責任者：維持管理業務
　　　　(2級土木)

E建設コンサルタント

所在地：市内
格付け：なし
実　績：なし
許可証：なし
責任者：施設点検業務(RCCM)

F建設コンサルタント

所在地：県内
格付け：なし
実　績：なし
許可証：なし
責任者：なし

業務の効率
化や技術力
向上を図る
ため

構成員が６者



評価項目 評価基準

構成員（又は組合員）の地域精通度 三原市建設部土木管理課及び都市部都市開発課発注の「維持補修業務委託契約」に係る実績

業務実施体制
・業務を効率的に実施できる体制となっているか。（エリアや業種での役割分担が記載されているか）
・繁忙時を含む業務実施のバックアップ体制が確保されているか。

技術的資格 統括業務責任者及び各業務責任者の有資格

17

2 企画提案依頼説明書－１次審査 

・１次審査書類（参加表明書、企業実績表、業務実施体制表、配置技術者、共同企業体構成表など）による書類審査
・１次審査（25点）＋2次審査（75）点の合計100点

03 公募型プロポーザル資料（案）



評価項目 評価基準

基本テーマ

①本業務の取組方針
　業務の実施方針、体制、手法、業務遂行上の配慮事項、実施フローについて総合的に評価

②本業務の理解度
　業務の目的、内容を理解できているか、業務を円滑に遂行できる工程をイメージできているか等を評価

特定テーマ

①円滑な住民要望対応の実施体制の提案
　市民サービスの向上を目的とし、市民が受注者に直接通報する情報発信、窓口業務の実施体制、市民への確実な対応方法等につい
て、具体的な提案となっているか。

②維持管理業務の効率化に関する創意工夫の提案
　従来の維持管理の手法から新技術を活用する等、業務の効率化について、具体的な提案となっているか。

③三原地域の建設業者者との連携の提案
　令和８年度に三原市の維持補修業務委託契約を締結した、三原地域の建設業者約●者との連携について、具体的な提案となっている
か。また、業務実施体制、担当区域分け、支払い方法等、具体的な記載があるか。

見積書 実効性の認められる適切な価格設定であり、かつ委託料上限額の範囲内で必要最少限に抑えられているか
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2 企画提案依頼説明書－２次審査 

・２次審査書類（企画提案書）によるプレゼンテーション

03 公募型プロポーザル資料（案）
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１　公告文

２　企画提案依頼説明書

３　業務説明資料（総価契約/単価契約）

４　業務積算参考資料

５　様式集

６　契約書（案）

　　　【別紙】各業務要求水準書

　　　【別紙】モニタリング実施要領

03 公募型プロポーザル資料（案） 資料の構成

　　　【別紙】施設位置図

設計図書

設計図書

設計図書



業務名 発注方式 支払方式 確認方法 業務名称 業務内容 考え方

業務A 性能規定 総価契約

モニタ
リング
（月例会
議）

計画準備業務 業務の準備

総価契約②
各業務の要求水準を満たしていれば、実施し
た作業数量にかかわらない

全体マネジメント業務 全体事業調整、対策判断・指示、会議の設置・運営、モニタリング

窓口業務 電話等による相談、要望の受付

巡回業務 市道、公園の巡回
総価契約①
各業務の要求水準で示した回数、数量等

点検業務 街路樹、公園樹木、遊具の点検

道路維持補修業務 車道、歩道、排水構造物、道路附属物、橋梁補修、植栽維持管理、清掃、除草　※50万円程度以下

総価契約②
各業務の要求水準を満たしていれば、実施し
た作業数量にかかわらない

河川維持補修業務 護岸・水路補修、堆積物撤去、除草、土砂改修、樋門管理　※50万円程度以下

公園・広場維持管理業務 植栽維持管理、公園施設（宮浦公園）、広場施設（駅前広場）　

業務B 仕様規定 単価契約
完了検査
（出来高
確認）

県施設維持補修業務
車道、歩道、排水構造物、道路附属物、橋梁補修、植栽維持管理、清掃、除草、凍結防止剤設置撤去
※100万円程度以下

単価契約③
指示に基づき実施した作業数量

交通安全施設維持補修業務 道路照明、防護柵、道路標識、道路反射鏡、区画線の補修、新設　※50万円程度以下　

道路附属物維持補修業務 道路照明、道路標識、道路反射鏡補修

舗装維持補修業務 舗装修繕（表層）　※50万円程度を越えるもの

道路関係設備管理業務 道路排水設備、道路上表表示板の定期点検

橋梁点検業務 橋梁の定期点検 20

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 対象業務

委託料の変更あり

委託料の変更なし



業務名称 対象施設 業務内容/要求水準

窓口業務 全般

①業務内容 　
　窓口業務の内容は、受付業務、電話対応業務とする。発注者が代わりに受け付けた内容（利用者、町内会等
からの要望）については、共有システム等を通して受注者が引き継ぐものとする。
　なお、窓口業務においては、要望相談等の内容が本業務の対象外であっても、市民の理解を得られるよう誠
実かつ丁寧に対応を行わなくてはならない。

②道路等維持管理マネジメントシステム
　道路等維持管理マネジメントシステム（以下「共有システム」という。）を活用し、利用者や町内会等からの
要望相談等を、発注者と共有するものとする。

③業務の実施時間
　 窓口業務は、原則、次に示す日を除いた日の８時30 分から17 時15 分に行う。
 　なお、発注者の指示により時間の延長、短縮することがある。また、緊急時は、本条の規定に関わらず対応
すること。
（1） 日曜日及び土曜日
（2） 国民の祝日に関する法律に規定する休日
（3） 12
月29
日から１月３日までの日（年末年始）

21

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 総価契約－業務A



業務名称 対象施設 業務内容/要求水準

巡回業務
市道
公園

①業務内容 
　巡回業務は、三原市が所管する道路、公園が常時良好な状態に保たれるよう、施設の状況を把握し、異常事
象を未然に防ぎ、また、それらの事象が発生した場合は適宜対応する。あわせて、必要な情報及び資料を収集
する。

②巡回の実施
 (1) 通常巡回・徒歩巡回
 　通常巡回（パトロール車による巡回）・徒歩巡回（徒歩による巡回）を行う。
 (2) 異常時巡回
　台風、豪雨、地震等により災害が発生した場合、またはそのおそれがある場合及び三原市の指示がある場合
による。
 (3) 日報
　共有システムを活用し、日報を作成するものとする。

22

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 総価契約－業務A



業務名称 対象施設 業務内容/要求水準

点検業務
樹木（市道・
公園）

①業務内容 
　樹木点検業務とは、三原市が所管する道路及び公園等の樹木の定期的な点検により、変状及び異常を発
見し、必要な措置を講じることにより、樹木の倒伏などを未然に防止することを目的とする。

②点検内容
 　定期点検表に沿って点検を行い、
　異常が見られる場合は、結果を記入すること。

23

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 総価契約－業務A



業務名称 対象施設 業務内容/要求水準

道路維持
補修

市道
里道(赤道)

①業務内容
　１件50万円程度以下の小規模の維持補修業務。利用者及び第三者の安全確保を最優先とし、要求水準を満
たす状態を維持するよう業務を実施する。

②主な維持管理
　落下物処理、車道・歩道清掃、側溝清掃・土砂撤去、除草、支障木の枝打ち、倒木撤去、街路樹管理等

③主な補修施設
　車道、歩道、側溝・側溝蓋、暗渠管、集水桝・桝蓋、擁壁、石積み、のり面、道路照明、防護柵、道路反
射鏡、道路標識、視線誘導標、車線分離標、区画線、縁石、アスカーブ、橋梁等

④要求水準の例：車道
　利用者が通常想定される方法で通行する限り、事故の発生又はそのおそれが生じない状態を維持する。ま
た、路面不良、段差、落下物等により、通行中に著しい速度低下や車線閉塞等を招き、円滑な通行を阻害す
るおそれがある状態が確認された場合は、安全確保を最優先として速やかに是正する。
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 総価契約－業務A



業務名称 対象施設 業務内容/要求水準

河川維持
補修

普通河川
準用河川
水路(青線)

①業務内容
　１件50万円程度以下の小規模の維持補修業務。利用者及び第三者の安全確保を最優先とし、要求水準を満たす
状態を維持するよう業務を実施する。

②主な維持管理
　堆積物撤去、除草、支障木の枝打ち、倒木撤去、樋門等

③主な補修施設
　護岸（石積み、土羽等）、水路等

④土砂回収業務
　三原市内の町内会等が行う、市が管理する道路側溝、河川等の清掃活動により集積された土砂の回収を行う。

⑤要求水準の例：護岸・水路補修
　該当箇所を要因とし、護岸(石積み、土羽等)及び水路については、損傷、洗掘、崩落等により、降雨時を含めて
施設の安定性又は流下能力が低下し、溢水・越水・浸水が発生し、又は発生するおそれが生じない状態を維持す
る。未達状態が確認された場合は、安全確保を最優先として速やかに是正する。 25

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 総価契約－業務A



業務名称 対象施設 業務内容/要求水準

公園・広場

維持補修業

務

都市公園
児童遊園
浮城広場
隆景広場

①業務内容
　利用者及び第三者の安全確保を最優先とし、要求水準を満たす状態を維持するよう業務を実施する。

②主な維持管理
・樹木の剪定、施肥、防除、潅水等
・宮浦公園の滝池設備の清掃、メンテナンス及びトイレ清掃等
・浮城広場の噴水、滝池設備及びガス灯の清掃、メンテナンス等

③要求水準の例：都市公園
　都市公園の利用者が通常想定される方法で使用した場合に、事故が発生、又は発生するおそれが生じな
い状態及び景観を維持する。あわせて、都市公園にある公園施設の利用が妨げられない状態を維持する。
　要求水準の例：広場
　三原駅前広場（浮城・隆景広場）の利用者が通常想定される方法で使用した場合に、事故が発生、又は
発生するおそれが生じない状態及び景観を維持する。あわせて、三原駅前広場（浮城・隆景広場）にある
公共施設の利用が妨げられない状態を維持する。
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 総価契約－業務A



業務名称 対象施設 業務内容/仕様

県施設維持

補修業務

県道
（11路線）

①業務内容
　１件100万円程度までの補修・新設業務。
　三原市が広島県より事務移譲を受けている県道において、道路利用者の安全、円滑な交通及び地域の
経済活動を支えることを目的とし、道路の状態を適正に維持管理する業務である。

②主な維持管理
　落下物処理、車道・歩道清掃、側溝清掃・土砂撤去、除草、支障木の枝打ち、倒木撤去、街路樹管
理、凍結防止剤設置撤去等

③主な補修施設
　車道、歩道、側溝・側溝蓋、暗渠管、集水桝・桝蓋、擁壁、石積み、のり面、防護柵、道路反射鏡、
道路標識、視線誘導標、車線分離標、区画線、縁石、アスカーブ等

④実施要領
　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施に
ついては、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督
員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 単価契約－業務B



業務名称 対象施設 業務内容/仕様

交通安全施

設維持補修

業務

市道

①業務内容
　１件50万円程度以下の小規模な補修・新設業務。
　市道の道路附属物等について、道路利用者の安全、円滑な交通及び地域の経済活動を支えることを目
的とし、道路附属物等の状態を適正に維持管理する業務である。

②主な補修・新設施設
　道路照明、防護柵、道路標識、道路反射鏡、区画線等の補修・新設

③実施要領
　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施に
ついては、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督
員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 単価契約－業務B



業務名称 対象施設 業務内容/仕様

道路附属物

維持補修業

務

市道

①業務内容
　「三原市道路附属物個別施設計画」に基づき、整備優先度の高い道路附属物について、補修及び更新を
行う業務である。

②主な補修施設
　道路照明、道路標識、道路反射鏡の補修

③実施要領
　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施に
ついては、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督
員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 単価契約－業務B



業務名称 対象施設 業務内容/仕様

舗装維持補修

業務
市道

①業務内容
　１件50万円程度を超える補修業務。
　「三原市道舗装個別施設計画」に基づき、対策優先度の高い舗装について、補修及び更新を行う業務で
ある。舗装打ち換えやオーバーレイの工法による表層のみの補修とする。

②主な補修施設
　アスファルト舗装

③実施要領
　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施に
ついては、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督
員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。

30

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 単価契約－業務B



業務名称 対象施設 業務内容/仕様

道路関係設備

管理業務

市道
（皆実ア
ンダー）

①業務内容
　「三原市道路関係設備施設計画」に基づき、皆実アンダーの道路排水設備、道路情報表示設備におい
て、設備の機能を適切な状態に維持する業務である。

②主な管理施設
　道路排水設備３機、道路情報表示設備２機、道路情報補助設備３基

③実施要領
　各設備において、日々の運転状況を管理し、点検表に基づき月点検、年点検を実施する。

31

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 単価契約－業務B



業務名称 対象施設 業務内容/仕様

橋梁点検業務 市道

①業務内容
　「三原市橋梁個別施設計画」に基づき、橋梁の点検、健全度評価を行う業務である。

②点検施設数
　令和８年度　30橋程度
　令和９年度　90橋程度
　令和10年度　80橋程度

③実施要領
　広島県橋梁定期点検要領（令和６年９月　広島県道路整備課）（以下、「定期点検要領」という。）に基
づき近接目視による定期点検を実施。
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） 単価契約－業務B



33
出典：「群マネの手引きVer.1」国土交通省（2025年10月）

モニタリング

⇒月例会議により確認する。

・業務の実施状況を確認する資料は、共有

システムにより自動作成する事を想定。

３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
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３ 業務説明資料（総価契約/単価契約） モニタリング
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１　公告文

２　企画提案依頼説明書

３　業務説明資料（総価契約/単価契約）

４　業務積算参考資料

５　様式集

６　契約書（案）

　　　【別紙】各業務要求水準書

　　　【別紙】モニタリング実施要領

資料の構成

　　　【別紙】施設位置図

設計図書

設計図書

設計図書

03 公募型プロポーザル資料（案）
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４　業務積算参考資料 構成比

出典：「群マネの手引きVer.1」国土交通省（2025年10月）

単価契約分は参考として金抜き設計書を添付



37

１　公告文

２　企画提案依頼説明書

３　業務説明資料（総価契約/単価契約）

４　業務積算参考資料

５　様式集

６　契約書（案）

　　　【別紙】各業務要求水準書

　　　【別紙】モニタリング実施要領

資料の構成

　　　【別紙】施設位置図

設計図書

設計図書

設計図書

03 公募型プロポーザル資料（案）
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６　契約書（案）

⇒総価契約（業務A）　作業数量にかかわらず総額●●円を記載

⇒単価契約（業務B）　金抜き設計書を参考に総額●●円を記載

⇒設計図書は、業務説明資料（別紙を含む）及び企画提案書とすることを記載

（一般の工事の設計図書は、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対す

る質問回答書、工事数量総括表）

総則
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６　契約書（案）

⇒契約保証金額として、業務委託料の1/10以上を記載

契約保証金額
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６　契約書（案） 監督員

⇒発注者側の体制

⇒各業務監督員＋総括監督員を配置予定



⇒建設工事請負契約約款　第26条の記載と同様。

　スライド条項の取扱いについて（広島県）に準じて、　

業務の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、

その変動額が一定割合を超えた場合に対応。

41

６　契約書（案） 賃金又は物価変動
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６　契約書（案） 支払い（前払金）

⇒初年度のみ、前払いを初年度の業務委託料の3/10以内

（業務委託）の額で請求できる事を記載。



43

６　契約書（案） 支払い（部分払い）

⇒総価契約（業務A）は、四半期毎に既履行部分についてのみ請求ができる事を

記載。（四半期毎に限度額を設定）

⇒単価契約（業務B）は、月毎に請求ができる事を記載。

（業務委託料の9/10まで）

⇒業務期間が長期であるため、部分払い制度を建設工事請負契約約款から引用

⇒初年度で前払いがあった場合は、この算出式により請求。
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６　契約書（案） 支払い（部分払い）

別表１　部分払いまとめ　※記載金額はイメージです。実際の契約額とは関係ありません。
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04 公募型プロポーザルのスケジュール予定

令和８年度

項　　目 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

公　　告

質問受付期限

参加表明書受付期限

１次審査資料受付期限

２次審査（企画提案書）受付期限

プレゼンテーション

契約の締結

業務開始日 準備期間
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	要　件
	内　容
	三原市の令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者名簿において、土木一式工事で格付等級がA以上で登録されている構成員（又は組合員）を１者以上含むこと。


	03 公募型プロポーザル資料（案）
	2 企画提案依頼説明書－技術者要件
	・本事業の実施にあたり、統括業務責任者、各業務実施責任者（巡回業務、維持管理業務、樹木管理業務、施設点検業務）を配置すること。 ・統括業務責任者と各業務実施責任者は兼任することができるが、各業務責任者の兼任は認めない（最低４名の配置）。 ・各責任者の資格要件は次のとおりとする。
	業務実施責任者
	所管業務
	必要な資格（いずれか１つ）
	・技術士（総合技術監理部門 「建設」又は建設部門） ・ＲＣＣＭ（道路又は鋼構造及びコンクリート） ・１級又は２級土木施工管理技士


	03 公募型プロポーザル資料（案）
	2 企画提案依頼説明書－参加資格・技術者要件を満たす例
	三　原　市
	A建設会社
	所在地：市内 格付け：A 実　績：なし 許可証：土木工事業 責任者：統括業務(1級土木)
	E建設コンサルタント

	B建設会社
	所在地：市内 格付け：C 実　績：市道舗装補修業務 許可証：舗装工事業 責任者：巡回業務(2級土木)
	F建設コンサルタント

	C造園会社
	所在地：市内 格付け：C 実　績：街路樹木管理業務 許可証：造園工事業 責任者：樹木管理業務                   (2級造園)
	所在地：市内 格付け：なし 実　績：なし 許可証：なし 責任者：施設点検業務(RCCM)
	構成員が６者

	D組
	所在地：市内 格付け：B 実　績：市道等維持補修業務 許可証：土木工事業 責任者：維持管理業務 　　　　(2級土木)

	J　V 事業協同組合 等
	再委託

	市内事業者
	地区１
	地区２
	地区３
	地区４

	03 公募型プロポーザル資料（案）
	2 企画提案依頼説明書－１次審査
	・１次審査書類（参加表明書、企業実績表、業務実施体制表、配置技術者、共同企業体構成表など）による書類審査 ・１次審査（25点）＋2次審査（75）点の合計100点
	評価項目
	評価基準


	03 公募型プロポーザル資料（案）
	資料の構成
	１　公告文
	４　業務積算参考資料
	２　企画提案依頼説明書
	５　様式集
	３　業務説明資料（総価契約/単価契約）
	　　　【別紙】施設位置図
	　　　【別紙】各業務要求水準書
	　　　【別紙】モニタリング実施要領
	６　契約書（案）
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	対象業務
	業務名
	発注方式
	支払方式
	確認方法
	業務名称
	業務内容
	考え方
	業務A
	性能規定
	総価契約
	モニタ リング（月例会議）
	総価契約② 各業務の要求水準を満たしていれば、実施した作業数量にかかわらない
	総価契約① 各業務の要求水準で示した回数、数量等
	総価契約② 各業務の要求水準を満たしていれば、実施した作業数量にかかわらない

	業務B
	仕様規定
	単価契約
	完了検査 （出来高確認）
	単価契約③ 指示に基づき実施した作業数量

	委託料の変更なし
	委託料の変更あり

	総価契約－業務A
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/要求水準
	窓口業務
	全般
	①業務内容 　 　窓口業務の内容は、受付業務、電話対応業務とする。発注者が代わりに受け付けた内容（利用者、町内会等からの要望）については、共有システム等を通して受注者が引き継ぐものとする。 　なお、窓口業務においては、要望相談等の内容が本業務の対象外であっても、市民の理解を得られるよう誠実かつ丁寧に対応を行わなくてはならない。
	②道路等維持管理マネジメントシステム 　道路等維持管理マネジメントシステム（以下「共有システム」という。）を活用し、利用者や町内会等からの要望相談等を、発注者と共有するものとする。
	③業務の実施時間 　 窓口業務は、原則、次に示す日を除いた日の８時30 分から17 時15 分に行う。  　なお、発注者の指示により時間の延長、短縮することがある。また、緊急時は、本条の規定に関わらず対応すること。 （1） 日曜日及び土曜日 （2） 国民の祝日に関する法律に規定する休日 （3） 12 月29 日から１月３日までの日（年末年始）



	総価契約－業務A
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/要求水準
	巡回業務
	市道 公園
	①業務内容  　巡回業務は、三原市が所管する道路、公園が常時良好な状態に保たれるよう、施設の状況を把握し、異常事象を未然に防ぎ、また、それらの事象が発生した場合は適宜対応する。あわせて、必要な情報及び資料を収集する。
	②巡回の実施  (1) 通常巡回・徒歩巡回  　通常巡回（パトロール車による巡回）・徒歩巡回（徒歩による巡回）を行う。  (2) 異常時巡回 　台風、豪雨、地震等により災害が発生した場合、またはそのおそれがある場合及び三原市の指示がある場合による。  (3) 日報 　共有システムを活用し、日報を作成するものとする。



	総価契約－業務A
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/要求水準
	点検業務
	樹木（市道・公園）
	①業務内容  　樹木点検業務とは、三原市が所管する道路及び公園等の樹木の定期的な点検により、変状及び異常を発見し、必要な措置を講じることにより、樹木の倒伏などを未然に防止することを目的とする。
	②点検内容  　定期点検表に沿って点検を行い、 　異常が見られる場合は、結果を記入すること。



	総価契約－業務A
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/要求水準
	道路維持補修
	市道 里道(赤道)
	①業務内容 　１件50万円程度以下の小規模の維持補修業務。利用者及び第三者の安全確保を最優先とし、要求水準を満たす状態を維持するよう業務を実施する。
	②主な維持管理 　落下物処理、車道・歩道清掃、側溝清掃・土砂撤去、除草、支障木の枝打ち、倒木撤去、街路樹管理等
	③主な補修施設 　車道、歩道、側溝・側溝蓋、暗渠管、集水桝・桝蓋、擁壁、石積み、のり面、道路照明、防護柵、道路反射鏡、道路標識、視線誘導標、車線分離標、区画線、縁石、アスカーブ、橋梁等
	④要求水準の例：車道 　利用者が通常想定される方法で通行する限り、事故の発生又はそのおそれが生じない状態を維持する。また、路面不良、段差、落下物等により、通行中に著しい速度低下や車線閉塞等を招き、円滑な通行を阻害するおそれがある状態が確認された場合は、安全確保を最優先として速やかに是正する。



	総価契約－業務A
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/要求水準
	河川維持補修
	普通河川 準用河川 水路(青線)



	総価契約－業務A
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/要求水準
	公園・広場 維持補修業務
	都市公園 児童遊園 浮城広場 隆景広場
	①業務内容 　利用者及び第三者の安全確保を最優先とし、要求水準を満たす状態を維持するよう業務を実施する。
	②主な維持管理 ・樹木の剪定、施肥、防除、潅水等 ・宮浦公園の滝池設備の清掃、メンテナンス及びトイレ清掃等 ・浮城広場の噴水、滝池設備及びガス灯の清掃、メンテナンス等
	③要求水準の例：都市公園 　都市公園の利用者が通常想定される方法で使用した場合に、事故が発生、又は発生するおそれが生じない状態及び景観を維持する。あわせて、都市公園にある公園施設の利用が妨げられない状態を維持する。 　要求水準の例：広場 　三原駅前広場（浮城・隆景広場）の利用者が通常想定される方法で使用した場合に、事故が発生、又は発生するおそれが生じない状態及び景観を維持する。あわせて、三原駅前広場（浮城・隆景広場）にある公共施設の利用が妨げられない状態を維持する。



	単価契約－業務B
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/仕様
	県施設維持補修業務
	県道 （11路線）
	①業務内容 　１件100万円程度までの補修・新設業務。 　三原市が広島県より事務移譲を受けている県道において、道路利用者の安全、円滑な交通及び地域の経済活動を支えることを目的とし、道路の状態を適正に維持管理する業務である。
	②主な維持管理 　落下物処理、車道・歩道清掃、側溝清掃・土砂撤去、除草、支障木の枝打ち、倒木撤去、街路樹管理、凍結防止剤設置撤去等
	③主な補修施設 　車道、歩道、側溝・側溝蓋、暗渠管、集水桝・桝蓋、擁壁、石積み、のり面、防護柵、道路反射鏡、道路標識、視線誘導標、車線分離標、区画線、縁石、アスカーブ等
	④実施要領 　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施については、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。



	単価契約－業務B
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/仕様
	交通安全施設維持補修業務
	市道
	①業務内容 　１件50万円程度以下の小規模な補修・新設業務。 　市道の道路附属物等について、道路利用者の安全、円滑な交通及び地域の経済活動を支えることを目的とし、道路附属物等の状態を適正に維持管理する業務である。
	②主な補修・新設施設 　道路照明、防護柵、道路標識、道路反射鏡、区画線等の補修・新設
	③実施要領 　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施については、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。



	単価契約－業務B
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/仕様
	道路附属物維持補修業務
	市道
	①業務内容 　「三原市道路附属物個別施設計画」に基づき、整備優先度の高い道路附属物について、補修及び更新を行う業務である。
	②主な補修施設 　道路照明、道路標識、道路反射鏡の補修
	③実施要領 　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施については、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。



	単価契約－業務B
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/仕様
	舗装維持補修業務
	市道
	①業務内容 　１件50万円程度を超える補修業務。 　「三原市道舗装個別施設計画」に基づき、対策優先度の高い舗装について、補修及び更新を行う業務である。舗装打ち換えやオーバーレイの工法による表層のみの補修とする。
	②主な補修施設 　アスファルト舗装
	③実施要領 　市が指示する維持補修及び受注者より実施の必要性を提案する業務。ただし、提案する業務の実施については、作業内容書及び見積書を監督員に提出し、実施の要否の判断を受けなければならない。監督員は優先順位等を考慮し、実施の要否を判断するものとする。



	単価契約－業務B
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/仕様
	道路関係設備管理業務
	市道 （皆実アンダー）
	①業務内容 　「三原市道路関係設備施設計画」に基づき、皆実アンダーの道路排水設備、道路情報表示設備において、設備の機能を適切な状態に維持する業務である。
	②主な管理施設 　道路排水設備３機、道路情報表示設備２機、道路情報補助設備３基
	③実施要領 　各設備において、日々の運転状況を管理し、点検表に基づき月点検、年点検を実施する。



	単価契約－業務B
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
	業務名称
	対象施設
	業務内容/仕様
	橋梁点検業務
	市道
	①業務内容 　「三原市橋梁個別施設計画」に基づき、橋梁の点検、健全度評価を行う業務である。
	②点検施設数 　令和８年度　30橋程度 　令和９年度　90橋程度 　令和10年度　80橋程度
	③実施要領 　広島県橋梁定期点検要領（令和６年９月　広島県道路整備課）（以下、「定期点検要領」という。）に基づき近接目視による定期点検を実施。



	モニタリング
	３ 業務説明資料（総価契約/単価契約）
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